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新築設計

耐震設計

行政手続

多様化するニーズに応える新たな改修設計

これまで“改修設計”は1992年の設立当初よりマンションの
“改修”に特化した設計事務所として業務を行ってまいりま
した。

調査・設計の答えは１つではありません。“改修設計”の設
計手法は、豊富な経験に基づいた建物の観察と記録からの
熟考、管理組合の皆様との対話の中から、マンションに求
められる在り方を浮かびあがらせ、改善・改良するための
技術とアイデアを提供し、建物に反映させます。

永きにわたりマンションに携わる中で、建物と住まい方は
時と共に変化していくことに気づかされます。近年、マン
ションに住まう方々のライフスタイルは多様化していま
す。それに伴いマンションに求められる性能、デザイン、
マネジメントも広範囲に及んでいます。

そのようなクライアントの様々なご要望に多角的にお応え
すべく、この度、改修設計は土屋建築研究所と提携を致し
ました。長年にわたる互いの専門性の相乗効果で、より高
度な技術と柔軟な発想を皆様に提供いたします。

繕いに終わることなく、改修から再生まで、改修設計はこ
れからの時代を見据え、皆様と共にマンションの未来を描
いていきます。



機能的な不便さ 物理的な不便さ 社会的な不便さ

より.れた機能を持つ製晶 爾水や空気申の炭.ガス主主 物理的怠劣化でIa:怠く、大

や材料が開発されたため、 どによる影・ゃ、長年人が 空間化する聞取りゃ和室の

機IR1!....劣ったり不便に感 暮らすこと怠どによる損耗 .といった、生活篠式や住宅

ロる、陳腐化した状篇 による住み.さ ニーズの変化によるもの

私たち改修置計が改修設計たる所以Ii!、新築当時の機館・性能や糞観を取り戻す.修繕'

だけでは怠く、住む人の視点で住み難さを生み出す3つのf不便さjの解決方法を探し出

す点にあります.今のマンションに求められる性能を保持する「改修Jと、将来を見越して日

常的に手入れをする「予防保全Jをペースとした4つの業務で、管理組合さまにご満足いた

だける「住みやすさJとf資産価値の維持jを提案しています。
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改修設計の長期修結計画

住まい方を見つめる。
だからオリジナリティが
生み出される。
長期修繕計画i志、そのマンションに住む人々がより良く住まうために、事前

に来来を予測して、いまどうあるべきかを作成するもの。ですから私たちは、

そのマンションの立地や気候条件はもちろん、今そして未来に、その管理組

合さまがどのように住み、どのよう怠ライフスタイルに怠れば快適怠毎日に

怠るのか、私たちの提案を織り交ぜ拡がら、そのマンション独自の長期修繕

計画を作~いたします。何十年も先のことを考えるのは大変なととですし、

管理組合全体の意見をまとめるのは容易ではありませんが、一度膝を突き

合わせて、私たちと一緒に住まいの将来について考えてみませんか。

世代や鼠鎮の形が変化、住まいに求められる

要望も褒わるため、これからの暮らし方を揚々!と想定し、

計画いたします。

-E翠霊童.
経年劣化だけで怠く殴備等の機能的劣化も

目立ち始めます。

給排水護備や電気設備等にも配慮する必要があります。

-m10i:F ...... 
新築時の仕様r~経済性重視で耐久年裁が異怒るため、

1固自の大規模改修では、

修繕周期を考慮した仕織を計回します。

修繕計画書

資金シミュレーション

長期修総計画の作成にあたって、建勿の鍋奮診断者E行う

とともに、管理組合さまのご要望や将来についてのヒア

リングそ行います.そのよで、管理組合さま独自の方針

を取りまとめ、国土交通省のガイドラインを踏まえた自

社オリジナルの修繕計画システムを使用し、シミュレー

ションを策定し1たします.

4. 
nu d--司、

働"P
E
 

vh 
V
A
 

F
E
 --

H
M
 

H
M
 

y
 

cd 
臥"

 

-
S
 

，
 

•• 

'
 

w
 

・3n
 

G
 

'' 
H
U
 

O
 





業務のポイント

調査・診断
・設計のための調査
・建物の個別性の把握
・組合と劣化状況を共有できる報告

改修設計
・改修周期を考慮した仕様選定
・個別性を反映した設計
・技術者ではなく施主のための設計
  図書づくり

施工会社選定補助
・公明・正大であること
・選定基準を事前に明確化
・企業力・価格・人材の段階的選定

設計監理
・目に見える監理
・モデル施工による品質の確保
・細部まで設計意図を反映



改修設計の設備改修工事

長期にわたる建物の維持・保全。
設備改修は避けて通れません。

設備は多くが隠れた場所にあり、ひとつ怠がりの管や配線が共有部と専有部に存在して互いに影響し合っていま

す。そして調査も工事も居住スペースに立ち入ら怠ければなリません.でも、どうぞご安心ください。私たち改修

設計は創業当時から、 f設備j改修も数多く手がけてをた設計事務所。f躯体jもf仕上げjもf設備jのととも熟知

していますので、マンションを総合的に診断し、管理組合さまに最適怠提案をします。

給排水管の改修工事には

大をく分けて、

E嘗を新しくする更新工寧と

E管内留をコーティングして

延命する更生工事の

2種類がおります。

どちらを練用するかは配管の劣化状況、

使用管材だけで主主く

・使用制限(断水等)

-施工条件{床転かし・シンター埋込)

.付宇野条件{トイレ・キッチンの脱費量等)

給排水設備改修工事の

3つのポイント

-聖堂用{イニシ判レコスト・ランニンクコスト)

を含めた総合的芯検討か必重要です.

給排水敏備は共用部・専有部が一体化。

特!と排水管r~住戸内のパイプスペースに
在ることが多く、更新の場合r:専有部の

内装工事等が発生しまT。

多住戸で理事有部配管11劣化進行した漏水..O'lllま
マンション全体の問題と~りやすく、管理組合r~r専有部分jも
含めた検討も望まれます.

マンションは区分所有法・

栂準管理鍵鈎を墓に所有と

管理が定め§れ、

『専有鶴分11ζ係る費用は

各区分所有者が

負担するのが基本です。

しかし、総排水設備は配管が逮続して

繋がっているため、

専有aの劣化状慾を個々の判断に

委ることは望ましく君主いこと.

また、工司僚を全体で行うことにより

一定の昂貴司E確保しやすいこと等から、

金体の利益等検討し、合買般の上で

修繕積立金から理事有部分の

工・E賞用を支出するとともあります.



改修設計の合意形成支援

管理組合のみなさまに、
ご提案内容をしっかりとご説明します。

管理組合には様々芯ご意見やご要望があり、大規模改修の答えはひとつではありません。ですから私たちは、そ

の合意形成をサポートするために、どのよう怠工事を行うのが良いのかをしっかりと説明して、多くの区分所有者

の方にご納得いただくことが大切と考えています。大規模改修工事は、大き芯金額が動く工事である上、管理組

合の将来を左右する重大芯取り組みです。そのことをしっかり肝に銘口、当事者意識を持って考え、み芯さまの

醸々怠意見を集約し拡がら、一つひとつ着実に合意形成を図っていくサポートを行います。

合意形成の3つのポイン卜

|公明・正大であること

マンションの工事実施は技術と共に合意形成が重要と考えます。

その第一l志、施工会社選定基準を作成し、公正怠選定が行われたことを

E拠書類として保存することで対処をします。

施工会社とl志、パスワードによる見積資料の取得等インターネットを活用します。

|進捗の週程が見えること

どこまでの工事を実施するか、施工会社はどこにするか、

怠ど多くのことを決定しますが

その進捗過程の透明化。告段階において、総合的な判断が可能です。

|組合の皆さまが同じ認識を持つこと | 
怠ぜその工法を採用したのか。なぜその費用に怠るのか。

修箇計画内容や費用・スケジュールなど、多くの方の納得を得るために、

理事会・修繕委員会さまを廿ポートします。

管理組合を支援する活動

管理組合さまのご要望や合わせて、時代の進展に合わ

せて。修鰭では怠く、改修を行っていく.その考えから、

私たちは修繕や改修工事のコンサルテイングだけでは

なく、広く知識を得ていただくために執筆活動や、セ

ミナーの講師など、管理組合のみなさまの支援を行う

ための様々な活動を行っています。

-社団法人東京都建築士事務所協会 新宿支部副支部長

・財団法人マンション管理センター「マンション管理技術情報調査委員会J委員

.財団法人経済調査会発行「マンションReJ編集協力

・東京都防災建築まちづくりセンター マンション建替・改修アドパイザー

・賃貸住宅管理業協会(現公益財団法人日本賃貸住宅業協会)

.r賃貸不動産管理士」資格試験・講師

.ものつくり大学 インターンシップ受入
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改修設計の実績紹介

管理組合さまのこ要望に合わせて、
様々芯改修を行っています。

建物の改修をトータルに行える。それが私たち改修設計。「仕上げH設備jの改悔はもちろん、工ントランスのパ

uユーアップやパυアフリー改修まで、すべてお任せください。

工ントランス廻りの改善 周辺環境の改善
~ 

tIJ ~ 

E3 
ロ…一.…"・園・"

広場の改修.建物だけではなく、周辺の環境も大切と考えます.

新築時より、より良く.改修の醍醐昧です.床Ict安全性を考慮し

た素材に変更.植裁に|芸新た怠植物も加わり華やかで、安全怠

広場へ槍変わり.

町四

小規模怠工ントランスも、少し手を加えるととで雰囲気を大きく

変える己とが可能です.また‘時代が必要とする機能を先んじて

提案します.

例:宅Eのケースt$;納まる郵便受けへの交銀

足場架設計画 給水管更新工事

建物形状、敷地、工事内容を菖1;:最適怠提案をします.仮設計

画の艮し悪しが、多大な影・を及|まします.安全面を含め、工事

の重要な要素のひとつです.

共用部給水管の更新と共lζ専有部の給水、給湯讐の更新工事

も行いました.点検口や設備機器下に床開口留を設け、建策付

帯工事を必要畳小限とし工事回数の短縮と工事金額の軽減を

図りまじた.

排水管更生工事 電気幹線更新工事
J.I，!l.lia't筒駒@

14間建て700戸の大型共同住宅の排水管改修工事.各戸がメ

ゾネット型でかつ平面的に複雑怠形状怠た也、在宅期間や排水

制限等の居住者負担を考慮し、事前1;:試厳施工を行い更生工

事での機能回復と延命を園りました.

築40年の共同住宅の電気幹線の更新工事.ライフスタイルの

変化に伴う容量不足の懸念から、幹線の更新・楢置を実施.各

戸分電盤も単相2線式10QVから単相3線式1Q01200Vの電圧

供給が可能に改修.工事前のアンケートでは居住者に医療器具

等、生活状況を確認のうえ変圧器交換時には仮置電酒車を配

置し極力生活制限の短縮を園りました.
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社名
所在地

代表
設立
資本金

事業内容

登録等

加盟団体

加入保険

スタッフ

営業地域

一級建築士：26名

二級建築士：15名

設備一級建築士：1名

一級建築施工管理技士：5名

二級建築施工管理技士：1名

一級管工事施工管理技士：2名

一級土木工事施工管理技士：1名

一級電気工事施工管理技士：1名

二級電気工事施工管理技士：1名

マンション改修施工管理技術者：1名

建築・設備総合管理士：1名

建築仕上診断技術者：1名

建築設備診断技術者：1名

防錆管理士：1名

株式会社　改修設計
東京都新宿区西新宿六丁目14番1号
新宿グリーンタワービル20階
代表取締役社長　　吉本　光宏
1994年3月10日
2,500万円

マンション大規模改修及び設備改修のコンサルタントを
主業務としております
〔事業種目〕
（1）建築・土木・給排水設備・電気設備工事の企画・設計・監理
　   及びコンサルタント業務
（2）不動産管理コンサルタント業務
（3）改修技術及び工法の研究・開発　等

建築士事務所登録　東京都知事登録第 39299号
財団法人東京都防災・建築まちづくりセンター
分譲マンション建替え・改修アドバイザー登録　建替第32号

一般社団法人東京都建築士事務所協会
日本建築仕上学会

加入保険　建築士事務所賠償責任保険（建築設備機能担保特約）

〔有資格者〕（重複）

民間分譲マンション、住宅 : 首都圏全域
民間賃貸マンション、住宅 : 首都圏全域
官公庁公共施設等　　　 : 東京都

1992年　　3月 創　　業

1994年　　3月 株式会社改修設計設立
  資本金1,000万円

1997年　 11月　  東京都新宿区西新宿五丁目に
  事務所を移転

1996年　　6月 株式会社改修設計を中心に国土交通省認可
  の「建物診断設計事業協同組合(建診協)」
  設立

1999年　　8月 調査から監理までの改修技術を研鑽する
  設計事務所の集団「改修設計グループ」
  結成

2001年　　8月 東京都新宿区新宿一丁目に
  事務所を移転

2002年　　8月 資本金を2,500万円に増資

2009年　　9月 神奈川県川崎市に営業拠点を開設

2019年　　4月 土屋建築研究所と資本業務提携

グループ
全体（　　　　 ）

沿革

社名
所在地

代表
設立
事業内容

受賞歴

株式会社　土屋建築研究所
東京都新宿区西新宿六丁目14番1号
新宿グリーンタワービル21階
代表取締役社長　　土屋　正
1973年8月
1.建築企画／設計／監理
　建築意匠設計／設計監理
　構造設計

　電気設備・空調設備・給排水設備設計／監理

　デザイン設計（ランドスケープ・インテリア）

2.建物調査／診断
　建物耐震診断・損害診断・劣化診断
　特殊建築物および建築設備等定期調査・報告

　建築物デューデリジェンス

　／エンジニアリングレポート

 　建築物長期修繕計画・省エネ改修計画作成

・金沢市都市美文化賞受賞
・三井ホーム　20周年記念設計コンペ
　トータルデザイン部門　優秀賞受賞
・三井ホーム　ハウス・オブ・ザ・イヤー
　分譲住宅部門　最優秀賞受賞
・埼玉県県土づくり優秀設計委託業務表彰
　優秀賞受賞
・新宿区優良企業表彰　経営大賞受賞

株式会社土屋建築研究所　概要



株式会社　改修設計

https://www.kaisyuu.com/
新宿　〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号
　　　　新宿グリーンタワービル20階
　　　　ＴＥＬ.03-5989-0061  ＦＡＸ.03-5989-0062
川崎　〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町7番地5　川崎建設会館102
　　　　ＴＥＬ.044-200-9707  ＦＡＸ.044-230-3874

株式会社　土屋建築研究所

http://www.tsuchiya-architects.co.jp/
本社　〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目14番1号  
　　　　新宿グリーンタワービル21階
　　　　ＴＥＬ.03-3345-8111  ＦＡＸ.03-3345-8697
支所　埼玉　神奈川　茨城　東北

K A I S Y U U
ARCHITECT
DESIGN OFFICE


